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問題意識

なぜ国は、

調べないのか



被害の全貌を明らかにする意味

• 被害実態がわからなければ、

適切な補償・救済・支援はできない

• 原発事故被害を隠し、被害を小さく
することは許されない



「原発事故避難者」

の定義がない



数がわからない
被害者の人数を

国が把握していない





埼玉県への避難者

2014年6月 2640人

↓↓

2014年8月 5639人



白書の構成

Ⅰ 避難者とは誰か

Ⅱ 避難元の状況

Ⅲ 避難先の状況

Ⅳ テーマ別論考



Ⅰ 避難者とは誰か

原発避難の発生と経過

不十分な実態把握

賠償の全体像

賠償訴訟の全体像



Ⅱ 避難元の状況

避難元に基づく７分類と
賠償・支援策の概要

・避難指示区域（帰還困難区域等）
・中間的区域（特定避難勧奨地点等）
・避難指示区域外
（自主的避難等対象区域等）





当事者へのヒアリング（１６名）

・原発が奪った「普通の生活」

・区域外避難の苦しみ

・苦しみを増幅する政府の対応



Ⅲ 避難先の状況

避難先での支援の違い

47都道府県



Ⅳ テーマ別論考

電話相談から見える複合的な問題
自主避難者の社会的・心理的特性

避難区域外の親子の原発事故後４年間の生活変化
分散避難・母子避難と家族

原発避難者の住まいをめぐる法制度の欠落
「仮の町」から復興公営住宅へ
県外避難者支援の現状と課題

子ども・被災者支援法の成立と現状
チェルノブイリ原発事故「避難者」の定義と

避難者数の把握



原発避難白書の特徴

事実を積み上げること

当事者が語ること



原発事故避難の課題

原発事故の被害は現在進行形

しかし

国は被害を直視せず、

支援を打ち切る方向を明確に



2014年度の避難者意向調査
（福島県）

• 避難者の48.7％が応急仮設住宅の
入居期間延長を要望

• その理由の49.2％が

「放射線の影響が不安であるため」



山形県が行った避難者アンケート

• 今の生活で困っていること・不安なことは

「生活資金」が66.3％で最多

• 今後期待する支援は

「住宅に関すること」が53.5％で最多



原子力損害賠償紛争解決センター
（2014年度報告書）

・東電に損害賠償を求める

和解仲介（ADR）の申立件数は増えている

・2014年の申立件数は5,217件

→2013年の28％増

→初めて年間5,000件を超えた



避難指示解除と損害賠償打ち切り

• 避難指示解除準備区域と居住制限区域は、
遅くとも２０１７年３月までに避難指示を解除
できるよう、環境整備を進める

• 住民の意向を無視した特定避難勧奨地点の
解除 →２０ミリシーベルト訴訟

• 避難指示解除後、原則１年で損害賠償打ち
切り

• 強制避難から自主避難への強制移行



住まいの問題

２０１７年３月で、

自主避難者への住宅支援の打ち切り

原発事故の大きな被害は「住まい」を奪われたこと

住まいは、

①財産あるいは居住権としての私的権利

②人が人間らしく暮らす生活の場

③その地域の人々との絆を織りなす社会の要素
（白書２０１ページ 津久井進弁護士）



復興庁の廃止

• 復興庁は、２０２０年度末までに廃止

• 復興大臣は、「復興庁廃止後も組織
必要」と述べるが、具体的な組織、
政策はまだ議論されていない



懸念される諸問題の深刻化

• 経済面での問題・・・生活基盤としての住宅

貧困化へ直結

• 精神面での問題・・・健康、将来への不安

孤立化（地域、家族）



被ばくを避ける権利の実現を

• 原発事故子ども・被災者支援法の理念

• もしも他の原発で過酷事故が起きたら

→被ばくを避ける権利法はない



実現のために

• 事実を積み重ねる（可視化）

• 当事者が語ること

• つながること

• 『権利のための闘争』・・・他者のために



いま

ここから


